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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤ配線構造を形成する方法であって、
　（ａ）ワイヤ・ボンディング・ツールを使用して基板上のボンディング位置にワイヤボ
ンドを形成する工程と、
　（ｂ）前記ワイヤボンドから連続して伸びる所定の長さのワイヤを前記基板上において
前記ボンディング位置とは別の位置まで延長させる工程と、
　（ｃ）前記ワイヤ・ボンディング・ツールを使用して前記連続して伸びる所定の長さの
ワイヤの一部分を前記基板上の前記別の位置に対して押圧する工程と、
　（ｄ）前記ワイヤ・ボンディング・ツールおよび前記連続して伸びる所定の長さのワイ
ヤの前記押圧された一部分を前記ワイヤボンドの上方の位置へ移動する工程であって、前
記押圧された一部分は、前記ワイヤボンドの延長上にあるものである、前記移動する工程
と、
　（ｅ）前記連続して伸びる所定の長さのワイヤを前記押圧された一部分においてワイヤ
供給から分離し、前記ボンディング位置に対してボンディングされたワイヤ配線構造を提
供する工程と
　を有する方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記押圧する工程は、前記連続して伸びる所定の長さ
のワイヤの前記一部分を部分的に切断して、当該所定の長さのワイヤに部分的な切り欠き
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部分を形成するものである方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、さらに、
　工程（ａ）において、前記ワイヤボンドを形成するために使用されるイニシャルボール
を形成する工程を有するものである方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、前記ワイヤボンドを形成するために接合力および超音
波エネルギーが使用されるものである方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、前記押圧する工程（ｃ）で接合力が使用されるもので
ある方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、前記押圧する工程（ｃ）では、前記ワイヤ・ボンディ
ング・ツールによる接合力のみが使用され、超音波エネルギーは使用されないものである
方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、さらに、
　（ｄ１）工程（ｄ）と工程（ｅ）との間に、前記連続して伸びる所定の長さのワイヤの
前記押圧された一部分の上方に前記ボンディングツールから追加の長さのワイヤを延長さ
せる工程を有するものである方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、さらに、
　工程（ｄｌ）の後で、且つ工程（ｅ）の前に、ワイヤの上方部分に対してワイヤクラン
プを閉鎖させる工程を有するものである方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、前記分離する工程（ｅ）は、前記閉鎖されたワイヤク
ランプおよび前記ワイヤ・ボンディング・ツールを上昇させて、前記連続して伸びる所定
の長さのワイヤを前記押圧された一部分においてワイヤ供給から分離する工程を有するも
のである方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、工程（ａ）～（ｅ）が繰り返されることにより、複数
のワイヤ配線構造が形成されるものである方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法において、さらに、
　前記ワイヤ配線構造を使用して前記基板を別の隣接する基板に電気的に接続する工程を
有するものである方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法において、前記ワイヤ配線構造は前記ワイヤボンドの上方に垂直
に延長するものである方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法において、さらに、
　工程（ｄ）の後で、且つ工程（ｅ）の前に、ワイヤの上方部分に対してワイヤクランプ
を閉鎖させる工程を有するものである方法。
【請求項１４】
　ワイヤ配線構造を形成する方法であって、
　（ａ）ワイヤ・ボンディング・ツールを使用して基板上のボンディング位置にボールボ
ンドを形成する工程と、
　（ｂ）前記ボールボンドから連続して伸びる所定の長さのワイヤを前記基板上において
前記ボンディング位置とは別の位置まで延長させる工程と、
　（ｃ）前記ワイヤ・ボンディング・ツールを使用して前記所定の長さのワイヤの一部分
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を前記基板上の前記別の位置に対して押圧して、当該ワイヤの一部分に部分的な切り欠き
部分を形成する工程と、
　（ｄ）前記ワイヤ・ボンディング・ツールおよび前記所定の長さのワイヤの前記部分的
な切り欠き部分を前記ボールボンドの上方の位置へ移動する工程であって、前記部分的な
切り欠き部分は、前記ボールボンドの延長上にあるものである、前記移動する工程と、
　（ｅ）前記所定の長さのワイヤの前記部分的な切り欠き部分の上方に前記ワイヤ・ボン
ディング・ツールから追加の長さのワイヤを延長させる工程と、
　（ｆ）前記所定の長さのワイヤを前記部分的な切り欠き部分においてワイヤ供給から分
離し、前記ボンディング位置に対してボンディングされたワイヤ配線構造を提供する工程
であって、前記ワイヤ配線構造は前記ボールボンドの上方に垂直に延長するものである、
前記分離する工程と
　を有する方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法において、さらに、
　工程（ａ）において、前記ボールボンドを形成するために使用されるイニシャルボール
を形成する工程を有するものである方法。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の方法において、前記ボールボンドを形成するために接合力および超
音波エネルギーが使用されるものである方法。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の方法において、前記押圧する工程（ｃ）で接合力が使用されるもの
である方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法において、前記押圧する工程（ｃ）では、前記ワイヤ・ボンデ
ィング・ツールによる接合力のみが使用され、超音波エネルギーは使用されないものであ
る方法。
【請求項１９】
　請求項１４に記載の方法において、さらに、
　工程（ｅ）の後で、且つ工程（ｆ）の前に、ワイヤの上方部分に対してワイヤクランプ
を閉鎖させる工程を有するものである方法。
【請求項２０】
　請求項１４に記載の方法において、工程（ａ）～（ｆ）が繰り返されることにより、複
数のワイヤ配線構造が形成されるものである方法。
【請求項２１】
　請求項１４に記載の方法において、さらに、
　前記ワイヤ配線構造を使用して前記基板を別の隣接する基板に電気的に接続する工程を
有するものである方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、２０１２年７日１７日出願の米国仮特許出願第６１／６７２，４４９号に対し
て利益を主張するものであり、その内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、半導体パッケージに関し、より具体的には、ワイヤ配線構造形成の改善され
た方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤボンダー（すなわち、ワイヤボンディング機械）は、電気的に相互接続されるそ
れぞれの位置の間にワイヤループを形成する。例示的なワイヤボンディング技法としては
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、ボールボンディング、およびウェッジボンディングが挙げられる。ボールボンディング
を適用する工程は、イニシャルボール（ｆｒｅｅ　ａｉｒ　ｂａｌｌ）を第１のボンディ
ング位置（例えば、半導体ダイのダイパッド）にボンディングする工程と、ボンディング
されたイニシャルボールから伸びる所定の長さのワイヤを第２のボンディング位置（例え
ば、リードフレームのリード）に延長する工程と、前記ワイヤを前記第２のボンディング
位置にボンディングし、それによってワイヤループを前記第１のボンディング位置と前記
第２のボンディング位置との間に形成する工程と、を含む。ボンドを（ａ）ワイヤループ
の端部と（ｂ）前記ボンディング位置（例えば、ダイパッド、リード、等）との間に形成
する工程では、中でも例えば、超音波エネルギー、サーモソニックエネルギー、熱圧縮エ
ネルギーを含む、様々なタイプのボンディングエネルギーが使用される。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
（先行技術文献）
　（特許文献）
　　（特許文献１）　米国特許出願公開第２００７／０１８７４６７号明細書
　　（特許文献２）　特開平１０－１３５２２０号公報
　　（特許文献３）　特開２００７－０６６９９１号公報
　　（特許文献４）　米国特許出願公開第２００６／０１７５３８３号明細書
　　（特許文献５）　特開平０９－２８９２７６号公報
　　（特許文献６）　米国特許第７，０４４，３５７号明細書
　　（特許文献７）　米国特許第７，２２９，９０６号明細書
　　（特許文献８）　米国特許第６，８１５，８３６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　自由端を有するワイヤ接点および配線を形成するためには、ワイヤボンディング機械も
、長年にわたって使用されてきた。例えば、Ｋｈａｎｄｒｏｓの米国特許第５，４７６，
２１１号は、ボールボンディング技法を使用してかかる導電接点を形成することを開示し
ている。しかしながら、かかるワイヤ接点および配線を形成する従来の技法は、一貫性（
例えば、高さの一貫性、形状の一貫性、等々）に欠けること、ならびにワイヤ接点および
配線が望ましくない形状であるという問題がある。
【０００５】
　したがって、改善されたワイヤ配線構造を形成する方法を提供することが望ましい。　
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の例示的な実施形態によると、ワイヤ配線構造を形成する方法は、（ａ）ワイヤ
・ボンディング・ツールを使用して基板上のボンディング位置にワイヤボンドを形成する
工程と、（ｂ）前記ワイヤボンドから連続して伸びる所定の長さのワイヤを別の位置まで
延長させる工程と、（ｃ）前記ワイヤ・ボンディング・ツールを使用して前記所定の長さ
のワイヤの一部分を前記他の位置に対して押圧する工程と（ｄ）前記ワイヤ・ボンディン
グ・ツールおよび前記所定の長さのワイヤの前記押圧された部分を前記ワイヤボンドの上
方の位置へ移動する工程と、（ｅ）前記所定の長さのワイヤを前記押圧部分においてワイ
ヤ供給部から分離（例えば、伸張および破断）し、前記ボンディング位置に対してボンデ
ィングされたワイヤ配線構造を提供する工程とを含む。
【０００７】
　本発明の別の例示的な実施形態によると、ワイヤ配線構造を形成する方法は、
　（ａ）ワイヤ・ボンディング・ツールを使用して基板上のボンディング位置にワイヤボ
ンドを形成する工程と、（ｂ）前記ワイヤボンドから連続して伸びる所定の長さのワイヤ
を別の位置まで延長させる工程と、（ｃ）前記ワイヤ・ボンディング・ツールを使用して
前記所定の長さのワイヤの一部分を前記他の位置に対して押圧して、当該ワイヤの一部分
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に部分的な切り欠きを形成する工程と、（ｄ）前記ワイヤ・ボンディング・ツールおよび
前記所定の長さのワイヤの前記部分的な切り欠き部分を前記ボールボンドの上方の位置へ
移動する工程と、（ｅ）前記所定の長さのワイヤの前記部分的な切り欠き部分の上方に前
記ボンディングツールから追加の長さのワイヤを延長させる工程と、（ｆ）前記所定の長
さのワイヤを前記部分的な切り欠き部分においてワイヤ供給から分離し、前記ボンディン
グ位置に対してボンドディングされたワイヤ配線構造を提供する工程であって、前記ワイ
ヤ配線構造は前記ボールボンドの上方に実質的に垂直に延長するものである、前記分離す
る工程とを有する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明は、添付の図と関連して読んだとき、以下の詳細な説明から最も良く理解される
。一般的な実践に従って、図面の様々な特徴は実寸に比例していないことが強調される。
むしろ、様々な特徴の寸法は、明瞭化のために適宜拡大され、又は縮小されている。図面
に含まれるのは、以下の図面である。
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の例示的な実施形態による、垂直ワイヤ配線の形成を図示す
るブロック側面図を示すものである。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の例示的な実施形態による、垂直ワイヤ配線の形成を図示す
るブロック側面図を示すものである。
【図１Ｃ】図１Ｃは、本発明の例示的な実施形態による、垂直ワイヤ配線の形成を図示す
るブロック側面図を示すものである。
【図１Ｄ】図１Ｄは、本発明の例示的な実施形態による、垂直ワイヤ配線の形成を図示す
るブロック側面図を示すものである。
【図１Ｅ】図１Ｅは、本発明の例示的な実施形態による、垂直ワイヤ配線の形成を図示す
るブロック側面図を示すものである。
【図１Ｆ】図１Ｆは、本発明の例示的な実施形態による、垂直ワイヤ配線の形成を図示す
るブロック側面図を示すものである。
【図１Ｇ】図１Ｇは、本発明の例示的な実施形態による、垂直ワイヤ配線の形成を図示す
るブロック側面図を示すものである。
【図１Ｈ】図１Ｈは、本発明の例示的な実施形態による、垂直ワイヤ配線の形成を図示す
るブロック側面図を示すものである。
【図１Ｉ】図１Ｉは、本発明の例示的な実施形態による、垂直ワイヤ配線の形成を図示す
るブロック側面図を示すものである。
【図２】図２は、本発明の別の例示的な実施形態による、基板上の垂直ワイヤ配線の形成
を図示するブロック側面図を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書で使用する場合、「配線構造（ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　ｓｔｒｕｃｔｕｒ
ｅｓ」、または「ワイヤ配線構造（ｗｉｒｅ　ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅｓ）」という用語は、任意のタイプの電気的な相互接続（例えば、試験用に使用さ
れる一時的な相互接続、半導体パッケージ配線内の永久的な相互接続、等々）を提供する
ために使用されてもよい導電性構造を指すことが意図される。
【００１０】
　図１Ａ～図１Ｉは、本発明の例示的な実施形態による、１つ以上のワイヤ配線構造を形
成する方法を図示する。図１Ａに図示するように、イニシャルボール１０６はボンディン
グツール１０４（例えば、ワイヤ・ボンディング・ツール１０４）の先端部に着座し、ワ
イヤ１１０はワイヤ・ボンディング・ツール１０４内の穴部などを貫通し、さらに、開状
態のワイヤクランプ１０８を通って上方に延長する。ワイヤ・ボンディング・ツール１０
４およびワイヤクランプ１０８は、共通のボンドヘッドアセンブリ（図示せず）によって
搬送され、これにより、例えば、垂直のＺ軸上で共に移動する。当業者であれば理解する
ように、イニシャルボール１０６は、電気的な着火装置または同様のもの（図示せず）を
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使用して、ボンディングツール１０４の先端部の下方に伸びるワイヤ１１０の端部上に形
成される。理解されるであろうように、図１Ａ～図１Ｉの簡略化した図からは、多くの要
素（例えば、ボンディングツール１０４を搬送する超音波トランスデューサ、等々）が省
略されている。
【００１１】
　イニシャルボール１０６が形成された後、図１Ａに示すように、ワイヤ１１０は（例え
ば、真空制御式テンショナ、または同様のものを使用して）上向き引き上げられ、イニシ
ャルボール１０６はボンディングツール１０４の先端部に着座する。ワイヤ・ボンディン
グ・ツール１０４およびワイヤクランプ１０８は、基板１００の上方に位置する。当業者
であれば理解するように、基板１００は、ワイヤ配線をボンディングできる任意のタイプ
の要素とすることができる。代表的な基板としては、リードフレーム、半導体ダイ、ボー
ル・グリッド・アレイ（ｂａｌｌ　ｇｒｉｄ　ａｒｒａｙ：ＢＧＡ）パッケージ要素、フ
リップ・チップ要素、パッケージ・オン・パッケージ（ｐａｃｋａｇｅ－ｏｎ－ｐａｃｋ
ａｇｅ：ＰＯＰ）要素、等々が挙げられ、ボンディング位置１０２は、ワイヤ配線を受け
入れるように構成された任意のタイプの構造とすることができる。例えば、基板１００が
半導体ダイである場合、ボンディング位置１０２は、ダイパッドとしてもよい。他の例示
のボンディング位置としては、リード、回路トレース、等々が挙げられる。
【００１２】
　図１Ａに示すように、次いで、ボンディングツール１０４およびワイヤクランプ１０８
は、下向きのＺ方向の矢印のように、ボンディング位置１０２に向かって下向きに移動す
る（例えば、ボンド・ヘッド・アセンブリの他の要素に沿って）。図１Ｂに図示するよう
に、ボンディングツール１０４およびワイヤクランプ１０８が下降して、イニシャルボー
ル１０６がボンディング位置１０２に接触し、例えば、接合力、超音波エネルギー、およ
び熱（例えば、基板１００の下に配置された熱ブロック、図示せず）を使用して、ボール
ボンドが形成される。図１Ｃ～図１Ｄに図示するように、ここでボールボンド１１２が形
成され、ボンディングツール１０４および（開位置にある）ワイヤクランプ１０８は、所
定の長さのワイヤ１１４をボールボンド１１２から別の位置１１６に向かって延長させな
がら、上向きに移動する。所定の長さのワイヤ１１４はボールボンド１１２から連続して
伸びる。所定の長さのワイヤ１１４は、所望により、単一の工程で延長されてもよく、ま
たは複数の工程およびそれに関連する動作により延長されてもよい。所定の長さのワイヤ
１１４を延長するために使用される動作は、第１のボンディング位置から第２のボンディ
ング位置へとワイヤループを延長するために使用される従来のルーピングの動作と類似し
ている場合もがあるが、ボンディングツール１０４の先端部１２０に隣接するワイヤ１１
４の一部は、別の位置１１６に対して超音波ボンディング／溶接されない。そうではなく
、（例えば、可能性として超音波エネルギーを用いないで）所定のレベルの接合力をワイ
ヤ・ボンディング・ツール１０４の先端部１２０に印加し、他の位置１１６に対してワイ
ヤ１１４の一部を押圧する（例えば、図ＩＤを参照のこと）。別の例では、所定の量の接
合力を印加するのではなく、ワイヤ・ボンディング・ツール１０が所定の位置に移動して
接合力が印加され、ワイヤ１１４の一部が他の位置１１６に対して押圧される。接合力が
、力を制御するモード、位置を制御するモード、または他の操作モードで印加されるかに
かかわらず、この押圧により、ボンディングツール１０４の先端側１２０ａの下方に位置
するワイヤ１１４の押圧された部分１１８が、例えば、変形／切り欠きワイヤ部分１１８
に示されるように、「変形」または部分的に切り欠きされる。上述のように、変形／切り
欠きワイヤ部分１１８は、別の位置１１６にボンディング／溶接されていない。そうでは
なく、変形／切り欠きワイヤ部分１１８の形成の間、一時的に別の位置１１６に定着され
る。
【００１３】
　図１Ｅに図示するように、ワイヤ・ボンディング・ツール１０４およびワイヤクランプ
１０８（例えば、閉位置であるが、所望する場合には開位置でもよい）は、ボールボンド
１１２から連続して伸び、変形／切り欠きワイヤ部分１１８を有するワイヤ１１０ととも
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にボールボンド１１２の上方の位置に上昇される。かかる位置は、従来のワイヤルーピン
グの専門用語でのループの頂点（すなわち、ｔｏｐ　ｏｆ　ｌｏｏｐ：ＴＯＬ）位置と考
えることができる。
【００１４】
　図１Ｆでは、ワイヤクランプ１０８は開位置に移動し、ワイヤ・ボンディング・ツール
１０４および開位置のワイヤクランプ１０８は矢印のように上向きのＺ方向に上昇され、
変形／切り欠きワイヤ部分１１８から連続して伸びるワイヤの別の部分１１４'（例えば
、ワイヤ１１４'のテール長さ）がワイヤ・ボンディング・ツールの先端部１２０から繰
り出される。例えば、ワイヤ部分１１４'は、次のイニシャルボールのワイヤテールにな
る。図１Ｅ～図１Ｆのボンディングツール１０４の先端部１２０下方の円形拡大部分によ
り明瞭に示すように、ワイヤ１１０の押圧されたワイヤ部分１１８はワイヤ１１０の部分
的な切り欠きであってもよく、ワイヤ部分１１４と１１４'とを分離する。図１Ｇに図示
するように、ワイヤクランプ１０８は、ワイヤ１１０の上部に接触して閉鎖されており、
次いで、図１Ｈに図示するように、ワイヤ・ボンディング・ツール１０４およびワイヤク
ランプ１０８は、矢印のように上向きのＺ方向に上昇され、それにより、ワイヤ１１０が
変形／切り欠きワイヤ部分１１８の近傍で分離されてワイヤ配線構造１２２が形成される
。ボンディングツール１０４の先端部下方の円形拡大部分により明瞭に示すように、（ワ
イヤ部分１１４'から分離した）ワイヤ配線構造１２２は、上方に向かって先細りになっ
た端部、または尖った端部１２４を有してもよい。図１Ｉは、上記の方法の繰り返しによ
って追加的なボンディング位置１０２上に形成された他のワイヤ配線構造１２２を有する
基板１００を図示する。図示するように、ワイヤ配線構造１２２は、垂直に立っていても
、または実質的にそのようになっていてもよい。
【００１５】
　図１Ｄと関連して、上記されるように、ワイヤ１１４の一部分は、別の位置１１６に対
して押圧される。図１Ａ～図１Ｈの実施形態では、別の位置１１６は、基板１００の一部
分（例えば、基板１００の表面部分、等々）であってもよい。しかしながら、別の位置１
１６として任意の位置を使用してもよいことが当業者によって理解される。例えば、図２
に図示するように、本発明の別の実施形態によれば、ワイヤ部分１１８（基板１００上に
形成されるワイヤ配線構造１２２の一部または全部）の押圧は、図２に示すように、基板
１００の（直接的な）一部ではない別の位置/基板２００におけるなどの、基板１００以
外（例えば、別の基板または構造上）の位置で行われてもよい。
【００１６】
　本発明によって形成されるワイヤ配線構造では、高さおよび結果として生じるワイヤテ
イル長さの一貫性が改善され、ならびに生産の効率が上昇する（例えば、１時間あたりの
生産ユニット数）。
【００１７】
　本発明によって形成されるワイヤ配線構造は、中でも例えば、プローブカードの接点構
造として、積層されたダイの用途でのダイの間の配線として、フリップチップ用途での配
線として、Ｓｉ貫通電極（ｔｈｒｏｕｇｈ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｖｉａ）用途、またはモー
ルド貫通配線（ｔｈｒｏｕｇｈ　ｍｏｌｄ　ｖｉａ）用途での配線として、パッケージオ
ンパッケージ（ｐａｃｋａｇｅ　ｏｎ　ｐａｃｋａｇｅ：ＰＯＰ）用途でのパッケージ間
の配線として、使用されてもよい。
【００１８】
　本発明について、主に、特定の例示的な方法の工程に関して所定の順序で記載してきた
が、本発明はそのような方法の工程に限定されるものではない。前記工程の一部は、本発
明の範囲内で再構成あるいは省略されてもよく、もしくは追加的な工程が追加されてもよ
い。
【００１９】
　本発明は、特定の実施形態を参照して本明細書に図示され、かつ記載されているが、本
発明は、示される詳細に限定されることを意図しない。むしろ、特許請求の範囲の均等物
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。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】
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【図１Ｅ】

【図１Ｆ】

【図１Ｇ】

【図１Ｈ】

【図１Ｉ】

【図２】
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